
議案第 25 号 

 

 

令 和 ８ 年 度 屋 久 島 町 一 般 会 計 予 算 

 

令和８年度屋久島町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 11,260,000 千円と定める。 

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条　地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行

為」による。 

（地方債） 

第３条　地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の

方法は、「第３表　地方債」による。 

　（一時借入金） 

第４条　地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000 千円と定める。 

　（歳出予算の流用） 

第５条　地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の

間の流用 

 

 

令 和 ８ 年 ３ 月 1 0 日 提 出 

屋 久 島 町 長 　 　 荒 木 　 耕 治  















期 間

（単位：千円）

起 債 の 目 的 限　度　額 起債の方法 利　　　率

辺 地 対 策 事 業 103,300 

過 疎 対 策 事 業 453,800 

緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 28,400 

計 585,500 － －

第２表　債務負担行為

事 項 限度額

第３表 　地方債

償還の方法

－

固定資産（家屋）全棟調査業務委託契約に係る経費 令和９年度 48,000 千円

証　書　借　入
又　は

証　券　発　行

年5.0％以内

（ただし、利率見直し方式
で借り入れる資金につい
て、利率見直しを行った後
においては当該見直し後の
利率）

　政府資金はその貸付条件により、
銀行その他の資金については債権者
との協定によるものとする。
　ただし、財政の都合により措置期
間中であっても繰上償還し、償還期
限を短縮し、又は低利に借り換える
ことができるものとする。
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１　特　　別　　職 一　般　会　計

報 酬 給 料 期末手当（千円） 地域手当 寒冷地手当 その他の手当 計

（人） （千円） （千円） 年間支給率（月分） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

長 等 3 0 23,136 6,894 0 0 0 30,030 5,053 35,083

議 員 16 42,516 0 12,629 0 0 0 55,145 12,120 67,265

そ の 他 1,046 72,348 0 0 0 0 0 72,348 1,964 74,312

計 1,065 114,864 23,136 19,523 0 0 0 157,523 19,137 176,660

長 等 3 0 23,136 6,894 0 0 0 30,030 4,218 34,248

議 員 14 39,780 0 11,852 0 0 0 51,632 9,793 61,425

そ の 他 645 65,732 0 0 0 0 0 65,732 2,072 67,804

計 662 105,512 23,136 18,746 0 0 0 147,394 16,083 163,477

長 等 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 835 △ 835

議 員 △ 2 △ 2,736 0 △ 777 0 0 0 △ 3,513 △ 2,327 △ 5,840

そ の 他 △ 401 △ 6,616 0 0 0 0 0 △ 6,616 108 △ 6,508

計 △ 403 △ 9,352 0 △ 777 0 0 0 △ 10,129 △ 3,054 △ 13,183

２　一　　般　　職

（１）　総　　括

（人）

前 年 度 151 0 573,147 416,385 962,034

本 年 度 149 0 581,962 412,976 994,938

比 較 △ 2 0 8,815 △ 3,409 32,904

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

給 与 費

備考　１　長等とは、町長、副町長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

　　　２　この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

　　　３　給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

給 与 費

188,021 1,150,055

187,830 1,182,768

△ 191 32,713

区 分
職 員 数 共済費 合 計

備 考

前 年 度

本 年 度

比 較

区 分
職 員 数

共  済  費 （千円） 合     計 （千円） 備 考
報酬 （千円） 給料 （千円） 職員手当（千円） 計 （千円）



期末勤勉手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 児童手当 管理職手当 時間外手当 へき地勤務手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

前 年 度 235,420 20,845 26,309 6,411 18,790 6,108 21,865 5,346

本 年 度 242,259 20,502 24,130 6,663 19,005 5,676 14,078 5,017

比 較 6,839 △ 343 △ 2,179 252 215 △ 432 △ 7,787 △ 329

（千円） （千円） 手当（千円） 手当（千円）

前 年 度 529 726 0 0

本 年 度 529 396 0 0

比 較 0 △ 330 0 0

備考　　この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載

　　　すること。

（２）　給料及び職員手当の増減額明細

区 分 増減額 （千円） 　（千円）

13,244

2,084

△ 6,513

6,510

△ 9,919

備考　１　増減欄の金額は、「（１）総括」の給料及び職員手当てのそれぞれの比較金額と一致すること。

　　　２　説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当ての種類別の

　　　　内訳を記載すること。

勤務手当（千円） 負担金（千円）

162 73,874

54 74,667

△ 108 793

増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考

給 料 改 定 に 伴 う 増 減 分 給与改正に伴うもの

昇 給 に 伴 う 増 加 分 昇給に伴うもの

そ の 他 の 増 減 分 退職に伴うもの

制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 給与改正に伴うもの

そ の 他 の 増 減 分 時間外手当の減額に伴うもの

区 分

区 分
特殊勤務手当 宿日直手当 管理職員特別 初任給調整 単身赴任手当 退職手当組合

給 料 8,815

職 員 手 当 △ 3,409

職員手当の内訳



（３）　給料及び職員手当ての状況

　ア　職員一人あたり給与

一 般 行 政 職 技 能 労 務 職 医 療 職 幼 稚 園 そ の 他 の 教 員

平均給料月額 （円） 317,547 408,500

平均給与月額 （円） 354,771 452,000

平均年齢 （歳） 40.04 53.05

平均給料月額 （円） 328,842 423,200

平均給与月額 （円） 366,971 466,700

平均年齢 （歳） 40.10 54.05

　イ　初　任　給

一般行政職 （円） 技能労務職 （円） 医療職一 （円） 医療職二 （円） 医療職三 （円） 教育職 （円）

高 校 卒 200,300 － 201,000 － －

大 学 卒 232,000 380,800 239,800 269,100 252,700

高 校 卒 200,300 － 201,000 － －

大 学 卒 232,000 380,800 239,800 269,100 252,700

一 般 職 員 教 育 職 員

区 分

区 分

令和7年4月1日

令和8年4月1日

町

国



　ウ　級別職員数

級 職員数 (人) 構成比 (％) 級 職員数 (人) 構成比 (％) 級 職員数 (人) 構成比 (％) 級 職員数 (人) 構成比 (％)

１ 級 18 12.5 １ 級 １ 級 １ 級

2 級 15 10.4 2 級 2 級 2 級 2 100.0

3 級 45 31.3 3 級 3 級 3 級

4 級 36 25.0 4 級 4 級 4 級

５ 級 16 11.1 ５ 級 ５ 級

６ 級 13 9.0 ６ 級 ６ 級

７ 級 1 0.7 ７ 級 ７ 級

計 144 100.0 計 計 計 2 100.0

級 職員数 (人) 構成比 (％) 級 職員数 (人) 構成比 (％) 級 職員数 (人) 構成比 (％) 級 職員数 (人) 構成比 (％)

１ 級 24 16.9 １ 級 １ 級 １ 級

2 級 14 9.9 2 級 2 級 2 級 1 100.0

3 級 40 28.2 3 級 3 級 3 級

4 級 32 22.5 4 級 4 級 4 級

５ 級 18 12.7 ５ 級 ５ 級

６ 級 13 9.2 ６ 級 ６ 級

７ 級 1 0.7 ７ 級 ７ 級

計 142 100.0 計 計 計 1 100.0

（給別の標準的な職務内容）

区 分

行 政 職

区 分 一 般 行 政 職 技 能 労 務 職 医 療 職 教 育 職

１ 級 2 級 3 級 4 級 5 級 ６ 級 7 級
1 主事補若しくは技師
補又は主事若しくは技
師の職務

2 船舶の乗組員の職務

1 主任の職務

2 相当の技能または経験を
必要とする船舶の乗組員の
職務

1 主査の職務

2 高度な技能又は経験を必
要とする船舶の乗組員の職
務

1 主幹及び係長の職務

2 相当な技能又は経験を有
する船舶の各次長の職務

1 統括係長及び出先機関の
次長の職務

2 専門官の職務

3 船舶の各長の職務

1 課長､所長若しくは事務
局長の職務又は出先機関の
長若しくは参事の職務

2 船舶の船長

特に重要な業務を所掌する
課長等の職務

令和7年4月1日

令和8年4月1日



　エ　昇　　給　

1号給 （人）

2号給 （人）

3号給 （人）

4号給 （人）

6号給 （人）

8号給 （人）

1号給 （人）

2号給 （人）

3号給 （人）

4号給 （人）

6号給 （人）

8号給 （人）

　オ　期末手当・勤勉手当

代 表 的 な 職 種

一 般 行 政 職 技 能 労 務 職 医 療 職 教 育 職

職　　 員 　　数 (A)　(人) 145 144 1

昇給に係る職員数 (B)　(人) 106 105 1

5 5

101 100 1

比　　　　　率　　　(B)/(A)　　(％) 73.1 72.9 100.0

職　　 員 　　数 (A)　(人) 143 142 1

昇給に係る職員数 (B)　(人) 122 121 1

13 13

109 108 1

比　　　　　率　　　(B)/(A)　　(％) 85.3 85.2 100.0

給 期 別 支 給 率

６　月　（月分） 12　月 （月分）

前 年 度 2.300 2.300 4.60 有

本 年 度 2.325 2.325 4.65 有

国 の 制 度 2.325 2.325 4.65 有

区 分 合 計

号 給 数 別 内 訳

号 給 数 別 内 訳

区 分 支給率計 （月分）
職制上の段階職務の
級等による加算措置

備 考

前

年

度

本

年

度



　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

　キ　地域手当

　ク　特殊勤務手当

　ケ　その他の手当

区 分 20年勤続者の者
（月分）

25年勤続者の者
（月分）

30年勤続者の者
（月分）

最高限度額
（月分）

その他の加算措置等 備 考

支 給 率 等 26.365500 33.270750 40.803750 47.709000
定年前早期退
職特例措置

国 の 制 度
( 支 給 率 等 ）

24.586875 33.270750 40.803750 47.709000
定年前早期退
職特例措置

支 給 対 象 地 域

支　　　　　給　　　　　率　　　　（％）

国の指定基準に基づく支給率（％）

代 表 的 な 職 種

一 般 行 政 職 技 能 労 務 職 医 療 職 教 育 職

給 料 総 額 に 対 す る 比 率 （ ％ ） 0.09 0.09 

支　 給　 対　 象　 職　 員　 の　 比　 率
（令和8年4月１日）

12.1 12.1 

代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 臨戸徴収・収納手当、獣医師及び人工授精取扱手当、火葬手当、し尿処理手当、山上作業等手当

区 分 国 の 制 度 と の 異 同 差 異 の 内 容

扶 養 手 当 同

住 居 手 当 同

通 勤 手 当 異 自動車通勤者については距離加算あり

区 分 全 職 種



平成19年度

762,955 ～ 717,245 令和８年度 880 880

令和７年度
平成19年度

219,781 ～ 216,473 令和８年度 3,308 3,308

令和７年度
平成19年度

70,933 ～ 69,200 令和８年度 1,733 1,733

令和７年度
平成19年度 令和８年度

4,043 ～ 3,643 ～ 400 400

令和７年度 令和９年度

平成27年度 令和８年度

352 ～ 249 ～ 76 76

令和７年度 令和17年度

平成30年度 令和８年度

58 ～ 49 ～ 6 6

令和７年度 令和11年度

令和２年度 令和８年度

343 ～ 272 ～ 66 66

令和７年度 令和12年度

令和９年度

157 ― ― ～ 157 157

令和18年度

令和５年度 令和８年度

3,798 ～ 2,155 ～ 1,437 1,437

令和７年度 令和９年度

令和５年度 令和８年度

35 ～ 14 ～ 17 17

令和７年度 令和14年度

令和６年度

75 ～ 42 令和８年度 21 21

令和７年度

令和６年度

111 ～ 74 令和８年度 37 37

令和７年度

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
及び支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書　

（単位：千円）
前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の 左　　の　　財　　源　　内　　訳
支 出 （ 見 込 ） 額 支 出 予 定 額 特　　　定　　　財　　　源

事 項 限 度 額 一 般
財 源期 間 金 額 期 間 金 額

国 ・ 県
支 出 金

地 方 債 そ の 他

県営畑地帯総合土地改良事業（屋久島南部地区）農林漁業
資金の償還助成に係る経費

県営かんがい排水事業（一般型）屋久島岳南地区農林漁業
資金償還助成に係る経費

県営畑地帯総合整備（担い手育成型）屋久島岳南地区農林
漁業資金償還助成に係る経費

県営畑地帯総合土地改良事業（屋久島南部地区）農林漁業
資金の償還助成に係る経費（平成14年度実施事業分）

大家畜経営維持緊急支援資金利子補給に係る経費

漁業近代化利子補給に係る経費

漁業近代化資金利子補給に係る経費

農業近代化資金利子補給に係る経費

治山林道積算システムリースに係る経費

農業近代化資金利子補給に係る経費

国有林野賃借に係る経費
（太忠嶽国有林70ハ林小班、他１件）

国有林野賃貸借に係る経費
（安房向エ野国有林74ホ林小班）



（単位：千円）
前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の 左　　の　　財　　源　　内　　訳
支 出 （ 見 込 ） 額 支 出 予 定 額 特　　　定　　　財　　　源

事 項 限 度 額 一 般
財 源期 間 金 額 期 間 金 額

国 ・ 県
支 出 金

地 方 債 そ の 他

令和６年度

834 ～ 539 令和８年度 266 266

令和７年度

令和６年度

321 ～ 209 令和８年度 105 105

令和７年度

令和６年度

954 ～ 622 令和８年度 311 311

令和７年度

令和６年度

12 ～ 6 令和８年度 3 3

令和７年度

令和６年度 令和８年度

4,800 ～ 1,875 ～ 2,812 2,812

令和７年度 令和10年度

令和６年度

9 ～ 6 令和８年度 3 3

令和７年度

令和８年度

9 令和７年度 3 ～ 6 6

令和９年度

令和８年度

99 令和７年度 32 ～ 64 64

令和９年度

令和８年度

87 令和７年度 24 ～ 47 47

令和９年度

令和８年度

9 令和７年度 3 ～ 6 6

令和９年度

令和８年度

322,500 令和７年度 102,795 ～ 205,590 70,400 135,190

令和９年度

20,000 ― ― 令和８年度 20,000 6,666 13,334

令和８年度

420 令和７年度 57 ～ 363 363

令和13年度

国有林野賃借に係る経費
（宮之浦獄国有林223に林小班、他６件）

国有林野賃借に係る経費
（黒味国有林27は６班小班外、他３件）

国有林野賃借に係る経費
（平瀬国有林272い林小班外、他２件）

国有林野賃借に係る経費
（新町国有林108む林小班）

屋久島町屋久杉自然館及び別館警備業務委託に係る経費

国有林野賃借に係る経費
（宮之浦獄国有林224い２林小班）

国有林野賃借に係る経費
（楠川乙崎国有林210な林小班）

国有林野賃借に係る経費
（黒味国有林15ろ林小班、他２件）

国有林野賃貸借に係る経費
（安房向エ野国有林74ニ林小班）

国有林野賃貸借に係る経費
（宮之浦嶽国有林224は林小班）

通学バス運行業務委託に係る経費

炭化・溶融施設解体仕様書作成業務委託に係る経費

農業近代化資金利子補給に係る経費



（単位：千円）
前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の 左　　の　　財　　源　　内　　訳
支 出 （ 見 込 ） 額 支 出 予 定 額 特　　　定　　　財　　　源

事 項 限 度 額 一 般
財 源期 間 金 額 期 間 金 額

国 ・ 県
支 出 金

地 方 債 そ の 他

令和８年度

38,871 令和７年度 12,957 ～ 25,914 25,914

令和９年度

令和８年度

2,000 令和７年度 400 ～ 1,600 1,600

令和11年度

令和８年度

243,726 令和７年度 81,242 ～ 162,484 162,484

令和９年度

令和８年度

517,445 ― ― ～ 517,445 517,445

令和10年度

令和８年度

44,000 ― ― ～ 44,000 9,000 35,000

令和９年度

令和８年度

17,000 ― ― ～ 17,000 17,000

令和10年度

5,000 令和７年度 0 令和８年度 5,000 5,000 0

令和８年度

8,907 令和７年度 0 ～ 8,907 8,907

令和10年度

令和８年度

40,670 ― ― ～ 40,670 40,670

令和12年度

― ― 令和８年度 858 858

300 ― ― 令和８年度 300 300

4,847 ― ― 令和８年度 4,847 4,847

29,354 ― ― 令和８年度 29,354 29,354

町有施設管理委託(各地区公民館等)に係る経費

楠川農林漁家高齢者センター管理運営業務委託に係る経費

町営旭牧場、町営旭牧場子牛育成センター及び町営長峰牧
場の指定管理業務委託に係る経費

クリーンサポートセンター包括運営管理業務委託に係る経
費

都市計画見直しに係る経費

屋久島町クリーンサポートセンター運営管理モニタリング
業務にかかる経費

屋久島町観光パンフレット（日本語版・英語版）増刷及び
デジタル化業務に係る経費

総合法令管理システム利用に係る経費

屋久島町福祉センター（縄文の苑）及び屋久島町総合福祉
センター（こまどり館）管理業務委託に係る経費

町議会の音声データ反訳及び会議録の印刷製本業務委託経
費

会議１時間あた
り15,790円を乗
じた額

硫黄酸化物測定業務に係る経費

空き缶中間処理業務委託に係る経費

生ゴミ処理業務委託に係る経費



（単位：千円）
前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の 左　　の　　財　　源　　内　　訳
支 出 （ 見 込 ） 額 支 出 予 定 額 特　　　定　　　財　　　源

事 項 限 度 額 一 般
財 源期 間 金 額 期 間 金 額

国 ・ 県
支 出 金

地 方 債 そ の 他

86,827 ― ― 令和８年度 86,827 86,827

15,484 ― ― 令和８年度 15,484 15,484

令和８年度

57 ― ― ～ 57 57

令和10年度

1,000 令和７年度 0 令和８年度 1,000 1,000 0

令和８年度

30,000 ― ― ～ 30,000 30,000

令和12年度

令和８年度

327 ― ― ～ 327 327

令和10年度

令和８年度

621 ― ― ～ 621 621

令和10年度

令和８年度

627 ― ― ～ 627 627

令和10年度

48,000 ― ― 令和９年度 48,000 48,000

7,426 ― ― 令和８年度 7,426 7,426

一般廃棄物収集運搬業務委託に係る経費

屋久島町旧焼却場整理業務に係る経費

国有林野賃借に係る経費（黒味国有林15ろ林小班　外４
件）

屋久島町総合ガイドブック日本語版及び英語版印刷製本業
務に係る経費

重機リースに係る経費

国有林野賃借に係る経費（宮之浦嶽国有林233に林小班　外
２件）

国有林野賃借に係る経費（太忠嶽国有林70い2、ろ、は、
は、１林小班　外３件）

国有林野賃借に係る経費（宮之浦嶽国有林241ろ、ほ）

固定資産（家屋）全棟調査業務委託契約に係る経費

電気工作物保安管理委託（一括上程）



（単位：千円）

当 該 年 度 中

起 債 見 込 額

当 該 年 度 中

元 金 償 還 見 込 額

1 1,003,733 880,232 5,800 96,973 789,059

(1) 土 木 155,660 138,872 5,800 20,388 124,284

(2) 農 林 水 産 191,192 154,918 0 32,098 122,820

(3) 教 育 237,470 209,102 0 28,411 180,691

(4) 公 営 住 宅 85,206 59,187 0 14,335 44,852

(5) 衛 生 305,795 299,000 0 0 299,000

(6) 総 務 6,789 0 0 0 0

(7) 商 工 727 0 0 0 0

(8) 民 生 0 0 0 0 0

(9) 消 防 20,894 19,153 0 1,741 17,412

2 270,488 274,783 16,100 42,078 248,805

(1) 土 木 217,128 217,002 8,400 34,820 190,582

(2) 農 林 水 産 30,350 36,652 7,700 3,970 40,382

(3) そ の 他 23,010 21,129 0 3,288 17,841

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び該当年度末における現在高の見込に関する調書

当 該 年 度 中 増 減 見 込

普 通 債

災 害 復 旧 債

区 分

前 々 年 度 末

現 在 高

前 年 度 末

現 在 高 見 込 額

当 該 年 度 末

見 込 額



当 該 年 度 中

起 債 見 込 額

当 該 年 度 中

元 金 償 還 見 込 額

3 10,283,200 10,252,608 785,400 976,440 10,061,568

(1) 辺 地 対 策 564,293 525,590 103,300 90,375 538,515

(2) 公 有 林 整 備 82,639 74,845 0 7,510 67,335

(3) 過 疎 対 策 4,201,430 4,564,586 510,900 380,486 4,695,000

(4) 減 税 補 て ん 1,791 530 0 530 0

(5) 臨 時 財 政 対 策 債 2,644,889 2,326,614 0 290,294 2,036,320

(6) 減 収 補 て ん 73,276 61,903 0 11,471 50,432

(7) 草 地 開 発 整 備 14,569 9,292 0 5,345 3,947

(8) 合 併 推 進 1,866,430 1,727,016 0 139,908 1,587,108

(9) 地 域 活 性 化 0 0 0 0 0

(10) 地 域 再 生 0 0 0 0 0

(11) 緊 急 防 災 ・ 減 災 354,283 346,514 52,900 25,710 373,704

(12) 全 国 防 災 54,201 50,012 0 4,206 45,806

(13) 緊 急 自 然 災 害 防 止 416,499 557,631 118,300 19,525 656,406

(14) 緊 急 浚 渫 推 進 8,900 8,075 0 1,080 6,995

11,557,421 11,407,623 807,300 1,115,491 11,099,432

当 該 年 度 中 増 減 見 込

そ の 他

合　　　　　　　　　　　　　　　計

区 分

前 々 年 度 末

現 在 高

前 年 度 末

現 在 高 見 込 額

当 該 年 度 末

見 込 額


